
 

 

令和 5年 5月 8日より、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザ 

などと同じ「5類感染症」に移行されました。 

移行後も感染を拡大させないため、基本的な感染対策に取り組みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について｜内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 (corona.go.jp) 

2023年 4月 20日 相川みんなの診療所 

手洗い 

3密の回避 

換気 

マスクが効果的である 
場面での着用 

外から帰った時 

食事の前など 

密接 

密閉 

密集 

こまめに空気を 

入れ替えましょう 

人混みや 

重症化リスクの高い人が 

集まる場所など 

https://corona.go.jp/

